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1. はじめに 
 

 連載第 6 回では、株主及び株主総会について解説致します 1。 

 

2. 株主及び株主総会 
 

(1) 株主の人数 

 

 非公開会社の株主は、自然人又は法人の何れか 2 名以上 50 名以下であることが必要とされます 2。 

 

(2) 株主総会 

 

a. 株主総会の種類 

 

 株主総会には、定時株主総会(Annual General Meeting)と臨時株主総会(Extraordinary General Meeting)の 2 種類が

あります。 

 

(a) 定時株主総会 

 

 会社は、毎年 1 回(前回の開催から 15 か月以内に)株主総会を開催する必要があり、かかる株主総会が定時株主総

会と呼ばれています。但し、会社設立後初回の定時株主総会については、会社の設立日から 18か月以内に開催する

ことが必要とされます 3。 

 

(b) 臨時株主総会 

 

 臨時株主総会は、定時株主総会以外の株主総会をいいます。次の定時株主総会まで待つことができない緊急の事

項等(例えば、定足数の充足のための新らしい取締役の選任)を決議するために開催されるものです。 

 臨時株主総会は、取締役会、又は払込済み発行株式総数の 10 分の 1 以上を保有する株主によって招集することが

できます。なお、当該株主が臨時株主総会の開催を要請してから 21 日以内に取締役会が株主総会を招集しない場

合、当該株主又はその過半数の株主は、自ら株主総会を招集することができます。この場合、当該株主による臨時株

                                                   
1  なお、連載第 1 回乃至第 5 回において定義した用語は、本稿においても同じ意味を有するものとします。 

2  公開会社の株主は、自然人又は法人の何れか 7 名以上であること(上限はありません)が必要とされます。 

3  上記定時株主総会の開催期限とは別に、会社法上、監査済み財務諸表につき、会計期間の末日から原則として 9 か月以内に定

時株主総会を開催し、付議することが必要とされており、かかる期限も考慮して定時総会を開催することが必要となりますので留

意が必要です。 
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主総会の開催要請から 3 か月以内に株主総会の開催を行うことが必要とされます。 

 

b. 定足数 

 

 非公開会社において、株主が 6 名以下の場合、株主総会の定足数は 2 名です。他方、株主が 6 名を超える場合、

株主総会の定足数は 3 名です。なお、定款において、別途定足数を定めることは可能であり、例えば、特定の株主の

出席を条件とすることなども一般に認められています。 

 

c. 招集通知 

 

 定時株主総会は、21 日前までに書面の通知により招集されなければなりません。なお、議決権を有する株主の全員

の書面による同意があれば、当該招集に関する事前通知期間を短縮することもできます。 

 臨時株主総会における招集についても、定時株主総会と同様、21 日前までの書面の通知が必要とされます。他方、

定時株主総会の場合とは異なり、払込済み発行株式の 95%以上を有する株主の書面による同意によって、当該通知

期間を短縮することができます。 

 

d. バーチャル株主総会 

 

 デジタル・プラットフォームを利用して株主総会を開催することは、一般に可能と考えられています。上場会社につい

ては、近時の感染症の増大等の状況を踏まえ、2020 年 8 月、Bangladesh Securities Exchange Commission (BSEC)よ

り、デジタル・プラットフォームを利用して株主総会を開催することにつき、所定の条件の下認められる旨の解釈が示さ

れたほか、2020 年の会社法改正(第二次改正)において、会社法上の手続等について電磁的な方法にて実施を可能と

する Information and Communication Technology Act, 2006 が適用される旨が明記されました。 

 

e. 議決権 

 

 株主は、株主総会に出席し、議決権を行使する権利を有します。代理人による出席も可能です。 

 議決権の行使方法として、頭数による決議の方法である挙手(Show of hands)、又は 1 株 1 議決権を前提とする決議

方法である投票(Poll)があります。7 名以下の株主が出席する株主総会では、1 名の株主により、また、7 名を超える株

主が出席する株主総会では、2 名の株主により、投票を求めることができます。 

 

f. 決議の種類 

 

 会社法上、株主総会の決議の種類として、普通決議(Ordinary Resolution)、特別決議(Special Resolution)、及び特殊

決議(Extraordinary Resolution)の 3 種類があります。 

 

(a) 普通決議 

 

 普通決議とは、出席する議決権を有する株主の単純過半数以上の賛成によって決議されることをいうものと考えら

れています。会社法上、株主総会決議事項として定められる事項のうち、特別決議又は特殊決議の明示がなされない

事項は普通決議事項と考えられます。 

 

(b) 特別決議 

 

 特別決議とは、出席する議決権を有する株主の 4 分の 3 以上の賛成によって決議されることをいい、21 日前までに

特別決議として提案される旨が通知されることが必要とされます。特別決議の対象となる事項には、商号の変更、定

款変更(一部)、減資等が含まれます。特別決議が行われた場合、15 日以内に RJSC に届出を行う必要があります。 
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(c) 特殊決議 

 

 特殊決議とは、出席する議決権を有する株主の 4 分の 3 以上の賛成によって決議されることをいいます。特殊決議

の対象となる事項には、取締役の解任及び会社の任意清算があります。特殊決議が行われた場合、特別決議と同

様、15 日以内に RJSC に届出を行う必要があります。 

 

g. 議事録 

 

 株主総会の議事の進行について議事を記録するために議事録を作成することが必要とされます。議事録が作成さ

れた場合、当該株主総会が適切に招集及び開催され、議事録に記載の手続が実施されたものとしてみなされます。 

 

(次号に続く) 

 

 

 
 

当事務所では、クライアントの皆様のビジネスニーズに即応すべく、弁護士等が各分野で時宜にかなったトピックを解説したニューズレターを執筆し、

随時発行しております。N&A ニューズレター購読をご希望の方は N&A ニューズレター 配信申込・変更フォームよりお手続きをお願いいたします。 

また、バックナンバーはこちらに掲載しておりますので、あわせてご覧ください。 

 

本ニューズレターはリーガルアドバイスを目的とするものではなく、個別の案件については当該案件の個別の状況に応じ、日本法または現地法弁護

士の適切なアドバイスを求めていただく必要があります。また、本稿に記載の見解は執筆担当者の個人的見解であり、当事務所または当事務所の

クライアントの見解ではありません。 
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